
(57)【要約】

【目的】  レール上を走行する車両のレールチェイスを

擬似体験することができるレールチェイス遊戯装置を供

する。

【構成】  遊戯者の乗る車両５が走行するレール走行路

と敵方人形の乗る車両６が走行するレール走行路とが一

部共通走行路となり、同共通走行路において遊戯者の乗

る車両５と敵方の乗る車両６とが相前後して走行し、遊

戯者は各自操作する模擬銃８で敵方を狙撃することを特

徴とするレールチェイス遊戯装置。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  遊戯者の乗る車両が走行するレール走行

路と敵方人形の乗る車両が走行するレール走行路とが一

部共通走行路となり、同共通走行路において遊戯者の乗

る車両と敵方の乗る車両とが相前後して走行し、遊戯者

は各自操作する模擬銃で敵方を狙撃することを特徴とす

るレールチェイス遊戯装置。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、車両に乗りながら模擬

銃を操作する移動式のシューティング遊戯装置に関す

る。

【０００２】

【従来技術】この種の遊戯装置には、例えばジオラマで

構成された複数のステージを遊戯者がシューティングカ

ーに乗って順次巡り、ステージに設けられた標的をシュ

ーティングカーに乗りながら模擬銃で狙撃するといった

例（特開平4-193286号公報）がある。

【０００３】

【解決しようとする課題】かかる例では、シューティン

グカーはあくまでも各ステージを巡るためのもので、速

度は遅く、走行に際してのスリルで味わうものではな

い。また作られたステージ内の標的を狙撃するものなの

で、現実から隔絶して臨場感に欠けるものがある。

【０００４】本発明は、かかる点に鑑みなされたもの

で、その目的とする処は、車両どうしのレールチェイス

を実際に行いながら敵方を狙撃し臨場感に富んだスリル

あるゲームを楽しむことができるレールチェイス遊戯機

を供する点にある。

【０００５】

【課題を解決するための手段および作用】上記目的を達

成するために、本発明は、遊戯者の乗る車両が走行する

レール走行路と敵方人形の乗る車両が走行するレール走

行路とが一部共通走行路となり、同共通走行路において

遊戯者の乗る車両と敵方の乗る車両とが相前後して走行

し、遊戯者は各自操作する模擬銃で敵方を狙撃するレー

ルチェイス遊戯装置とした。

【０００６】遊戯者が乗る車両は、共通走行路で実際に

敵方の乗る車両を相当な速度で追いかけたりあるいは追

われたりするので、臨場感に富みスリルがあるととも

に、逃げたり追いかけたりする敵方を車両に乗りながら

狙撃するので、リアルなレールチエイスを体験できる。

【０００７】

【実  施  例】以下図１ないし図６に図示した本発明の

一実施例について説明する。

【０００８】本実施例のレールチェイス遊戯装置１の全

体外観図を図１に示す。城壁を模した正面壁２の中央に

入出場口３が形成されており、正面壁２の裏には岩山等

が作られ、レール４が岩山に沿ったり岩山をくり抜いた

トンネルを貫通したりして複雑に敷設されている。

【０００９】レール４には、トロッコを模した車両が複

数台適宜走行されるようになっている。車両には遊戯者

が乗る遊戯者用車両５と敵方の人形が乗っている敵方車

両６とがある。

【００１０】遊戯者用車両５には、前後にそれぞれ二人

ずつ乗り込むことができ、自ら走行用モータを備えた自

走式の乗物である。レール４自体上下したり急カーブし

たりしており、遊戯者用車両５および敵方車両６は、か

かるレール４の上を効果的に速度を変えてコースターの

ごとく走行する。

【００１１】レール４を平面的に展開に模式的に図示し

た説明図を図２に示す。遊戯者用車両５が走行するレー

ル４ａと敵方車両６が走行するレール４ｂはともに無端

のループを形成しており、両者は一部レールを共有して

いる。

【００１２】模式的に図示した図２において長円環状を

したレール部分が敵方車両６の走行するレール４ｂであ

り、同レール４ｂの２箇所を共通レール４ｃとして一方

の共通レール４ｃから他方の共通レール４ｃへ遠回りし

てはみ出したレールが遊戯者用車両５の走行するレール

４ａである。したがって中央の長円環状レール４ｂを循

環する敵方車両６と、より遠回りするレール４ａを循環

する遊戯者用車両５とは、共通レール４ｃにおいて出合

い、互いに前後して走行する。

【００１３】最初遊戯者用車両５が共通レール４ｃに入

るときは、先に敵方車両６が共通レール４ｃに入ってお

り、遊戯者用車両５は敵方車両６を追う形で走行し、分

かれたのち次に遊戯者用車両５が他方の共通レール４ｃ

に入ると、後から敵方車両６が入ってきて遊戯者用車両

５は敵方車両６に追われる形で走行する。

【００１４】このように循環する遊戯者用車両５と敵方

車両６が、数台同時に適当な間隔をあけて走行する。

【００１５】遊戯者用車両５の各遊戯者の座席前には光

線銃８が銃身方向を自由に変えられるようにして備え付

けられている。

【００１６】また遊戯者用車両５は、車輪10を支持する

台車11上で遊戯者が乗る箱体12がモータにより回転する

ようになっている。すなわち敵方車両６に追われたとき

に図４に示すように箱体12が180 度回転して向きを後向

きとして、追ってくる敵方車両６の人形７に光線銃８を

向けることができる。

【００１７】一方敵方車両６の方は、箱体内に人形７が

刀を持って配備され、遊戯者用車両５に乗った遊戯者に

襲いかかるような動きをする。

【００１８】この人形７の頭部および胸部には受光器が

設けられており、遊戯者が光線銃８を操作して発射した

赤外光が当たればこれを検知して命中したことを確認す

ることができる。この受光器による検知情報は中央制御

装置に送信されて集計される。

【００１９】なお遊戯者用車両５および敵方車両６の走
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行用モータ、遊戯者用車両５の箱体回転用モータ、敵方

車両６の人形７を動かすモータを駆動する電力は、走行

路に沿って敷設された給電線（図示せず）から供給され

るようになっている。

【００２０】遊戯者用車両５および敵方車両６の走行そ

の他の動きの制御も中央制御装置が行っており、走行路

の上り下りに合わせ適宜速度を変えて変化を持たせてい

る。

【００２１】本実施例のレールチェイス遊戯装置１は以

上のように構成されており、遊戯者の立場で動きを追っ

てみると以下のようである。

【００２２】まず遊戯者は正面壁２の入出場口３から入

場し、乗降場で既にゲームを終えた人が降りた遊戯者用

車両５に乗り込む。すると遊戯者用車両５は動き出し、

上り坂では低速度で上り、下り坂になると急に速度を増

したりして走行し、トンネルに入ったり急カーブを回っ

たり等して変化に富んだ動きをして遊戯者にスリリング

な走行を味あわせる。

【００２３】こうして遊戯者用車両５が共通レール４ｃ

に入ると、前方を敵方車両６が走行しており、図５に示

すように敵方車両６内の人形７は後ろを振り向いて襲い

かかろうとしている。遊戯者は前方の人形７を狙って光

線銃８を撃つ。

【００２４】共通レール４ｃが終わるところで、敵方車

両６はレール４ｂを進み、遊戯者用車両５はレール４ａ

を進行して両者は分かれる。

【００２５】遊戯者用車両５はレール４ａ上を速度を変

えながら走行し、再び他方の共通レール４ｃに入ると、

後ろから敵方車両６が現われ追いかけて来る。ここで遊

戯者用車両５は箱体12を180 度回転させ、図６に示すよ

うに進行方向とは逆に追ってくる敵方車両６の方を向

き、光線銃８により人形７を狙撃する。

【００２６】以上のようなレールチェイスののち遊戯者

用車両５は、共通レール４ｃを抜けレール４ａを進み、

敵方車両６はレール４ｂを走行して分かれる。

【００２７】遊戯者用車両５はレール４ａ上で再び箱体

12を180 度回転して、遊戯者は進行方向に向き、コース

ターの如き変化に富んだ走行を楽しみ元の乗降場に戻っ

てくる。乗降場には表示盤があり、光線銃８の操作によ

り命中した数をもとに各人の得点が表示されている。

【００２８】以上のように遊戯者は、実際と同じように

レールチェイスを体験することができ、臨場感あふれス

リルに富んだプレイを楽しむことができる。

【００２９】コースターの如きスピードを楽しむととも

にレールチェイスにおいて敵が急に現われて追いかけて

きたりするので、遊戯者はあたかも冒険物語の主人公に

なったかのような擬似体験をすることができる。

【００３０】また光線銃８の操作がどの程度正確になさ

れたかを最後に得点で知ることができるので、射撃の腕

を競う楽しみもある。

【００３１】なお以上の実施例では、レール４が上り下

りするように立体的に敷設されていたが、平面的にレー

ルが敷設されていても遊戯者用車両５および敵方車両６

は自走式なので、走行速度の変化を適宜与えることはで

きる。

【００３２】また遊戯者用車両５における箱体12の回転

はモータで行っていたが、遊戯者用車両５に駆動源を備

えずに箱体12が180 度回転可能にしておき、走行路の所

定箇所に配備された係合部材が箱体12に設けられた係合

部材と走行中に係合することで箱体12に回転力を与えて

180 度回転させるようにしてもよい。

【００３３】

【発明の効果】本発明は、現実と同じように遊戯者が乗

る車両が敵方車両と相前後して走行しレールチェイスを

行うので臨場感があり、コースターの趣向を含むレール

チェイスのスリルを存分に味わうことができる。さらに

レールチェイス中に遊戯者は模擬銃を操作するので、射

撃プレイの楽しみも倍化する。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る一実施例のレールチェイス遊戯装

置の全体外観図である。

【図２】同装置におけるレールを模式的に図示した説明

図である。

【図３】レール上を走行中の遊戯者用車両の正面図であ

る。

【図４】同遊戯者用車両の箱体の回転過程を示す図であ

る。

【図５】遊戯者用車両が敵方車両を追う状態を示す側面

図である。

【図６】遊戯者用車両が敵方車両に追われる状態を示す

側面図である。

【符号の説明】

１…レールチェイス遊戯装置、２…正面壁、３…入出場

口、４…レール、５…遊戯者用車両、６…敵方車両、７

…人形、８…光線銃、10…車輪、11…台車、12…箱体。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【書類名】      明細書

【発明の名称】  遊戯装置

【特許請求の範囲】

【請求項１】  遊戯者が搭乗してゲームをしながら遊戯

空間を移動する搬器を有する遊戯装置であって、

遊戯者が標的とする敵方移動体を備え、

前記敵方移動体が前記搬器に相前後して走行することを

特徴とする遊戯装置。

【請求項２】  遊戯者が搭乗してゲームをしながら遊戯

空間を移動する搬器を有する遊戯装置であって、

遊戯者が標的とする敵方移動体を備え、

前記敵方移動体が前記搬器の移動経路上を移動すること

を特徴とする遊戯装置。

【請求項３】  前記敵方移動体と前記搬器が、前後に適

当な間隔を存して走行することを特徴とする請求項１又

は請求項２記載の遊戯装置。

【請求項４】  前記搬器には、前記敵方移動体を狙うた

めの模擬銃が設けられていることを特徴とする請求項１

から請求項３までのいずれかの項記載の遊戯装置。

【請求項５】  前記敵方移動体が、前記搬器の後方にあ

る場合には、前記搬器の箱体が前記敵方移動体の方向に

回転するように構成されたことを特徴とする請求項１か

ら請求項４までのいずれかの項記載の遊戯装置。

【請求項６】  遊戯者の乗る搬器が走行するレール走行

路と敵方人形の乗る敵方移動体が走行するレール走行路

とが一部共通走行路となり、同共通走行路において遊戯

者の乗る搬器と敵方の乗る敵方移動体とが相前後して走

行し、遊戯者は各自操作する模擬銃で敵方を狙撃するこ

とを特徴とする遊戯装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、車両等に乗りながら模

擬銃等を操作してゲームをする移動式の遊戯装置に関す

る。

【０００２】

【従来技術】この種の遊戯装置には、例えばジオラマで

構成された複数のステージを遊戯者がシューティングカ

ーに乗って順次巡り、ステージに設けられた標的をシュ

ーティングカーに乗りながら模擬銃で狙撃するといった

例（特開平4-193286号公報）がある。

【０００３】

【解決しようとする課題】かかる例では、シューティン

グカーはあくまでも各ステージを巡るためのもので、速

度は遅く、走行に際してのスリルで味わうものではな

い。また作られたステージ内の標的を狙撃するものなの

で、現実から隔絶して臨場感に欠けるものがある。

【０００４】本発明は、かかる点に鑑みなされたもの

で、その目的とする処は、遊戯者が搭乗する搬器と敵方

移動体どうしのレールチェイス等を実際に行いながら敵

方を狙撃する等のゲームをし臨場感に富んだスリルある

ゲームを楽しむことができる遊戯機を供する点にある。

【０００５】

【課題を解決するための手段および作用】上記目的を達

成するために、本発明は、遊戯者が搭乗してゲームをし

ながら遊戯空間を移動する搬器を有する遊戯装置であっ

て、遊戯者が標的とする敵方移動体を備え、前記敵方移

動体が前記搬器に相前後して走行する遊戯装置とした。
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【０００６】遊戯者が乗る搬器は、敵方移動体を相当な

速度で追いかけたりあるいは追われたりすることができ

るので、臨場感に富みスリルがあるとともに、遊戯者は

搬器に乗りながら逃げたり追いかけたりする敵方を標的

としてゲームをするので、リアルなチエイスを体験でき

る。

【０００７】請求項２記載の発明は、遊戯者が搭乗して

ゲームをしながら遊戯空間を移動する搬器を有する遊戯

装置であって、遊戯者が標的とする敵方移動体を備え、

前記敵方移動体が前記搬器の移動経路上を移動する遊戯

装置である。

【０００８】遊戯者が乗る搬器は、同じ移動経路上を相

当な速度で追いかけたりあるいは追われたりすることが

できるので、臨場感に富みスリルがあるとともに、遊戯

者は搬器に乗りながら逃げたり追いかけたりする敵方を

標的としてゲームをするので、リアルなチエイスを体験

できる。

【０００９】請求項３記載の発明は、請求項１又は請求

項２記載の遊戯装置において、前記敵方移動体と前記搬

器が、前後に適当な間隔を存して走行することを特徴と

する。

【００１０】遊戯者が乗る搬器が敵方移動体を追いかけ

たりあるいは追われたりする際に、両者間に前後適当な

間隔を存するようにしてチェイスを迫力あるものとする

ことができる。

【００１１】請求項４記載の発明は、請求項１から請求

項３までのいずれかの項記載の遊戯装置において、前記

搬器には、前記敵方移動体を狙うための模擬銃が設けら

れていることを特徴とする。

【００１２】遊戯者は、搬器に乗り走行しながら逃げた

り追いかけたりする敵方を模擬銃で狙撃するので、チェ

イスを体験しながら迫力あるプレイを楽しむことができ

る。

【００１３】請求項５記載の発明は、請求項１から請求

項４までのいずれかの項記載の遊戯装置において、前記

敵方移動体が、前記搬器の後方にある場合には、前記搬

器の箱体が前記敵方移動体の方向に回転するように構成

されたことを特徴とする。

【００１４】遊戯者の搭乗する搬器の箱体は、敵方移動

体を追うときは、進行方向前方を向き、敵方移動体に追

われるときは、進行方向反対側の敵方移動体の方に回転

するので、敵方移動体を追ったり追われたりするとき

は、常に箱体は敵方移動体の方を向き遊戯者がゲームを

し易くすることができる。

【００１５】請求項６記載の発明は、遊戯者の乗る搬器

が走行するレール走行路と敵方人形の乗る敵方移動体が

走行するレール走行路とが一部共通走行路となり、同共

通走行路において遊戯者の乗る搬器と敵方の乗る敵方移

動体とが相前後して走行し、遊戯者は各自操作する模擬

銃で敵方を狙撃する遊戯装置である。

【００１６】遊戯者が乗る車両は、共通走行路で実際に

敵方の乗る車両を相当な速度で追いかけたりあるいは追

われたりするので、臨場感に富みスリルがあるととも

に、逃げたり追いかけたりする敵方を車両に乗りながら

狙撃するので、リアルなレールチエイスを体験できる。

【００１７】

【実  施  例】以下図１ないし図６に図示した本発明の

一実施例について説明する。

【００１８】本実施例のレールチェイス遊戯装置１の全

体外観図を図１に示す。城壁を模した正面壁２の中央に

入出場口３が形成されており、正面壁２の裏には岩山等

が作られ、レール４が岩山に沿ったり岩山をくり抜いた

トンネルを貫通したりして複雑に敷設されている。

【００１９】レール４には、トロッコを模した車両が複

数台適宜走行されるようになっている。車両には遊戯者

が乗る遊戯者用車両５と敵方の人形が乗っている敵方車

両６とがある。

【００２０】遊戯者用車両５には、前後にそれぞれ二人

ずつ乗り込むことができ、自ら走行用モータを備えた自

走式の乗物である。レール４自体上下したり急カーブし

たりしており、遊戯者用車両５および敵方車両６は、か

かるレール４の上を効果的に速度を変えてコースターの

ごとく走行する。

【００２１】レール４を平面的に展開に模式的に図示し

た説明図を図２に示す。遊戯者用車両５が走行するレー

ル４ａと敵方車両６が走行するレール４ｂはともに無端

のループを形成しており、両者は一部レールを共有して

いる。

【００２２】模式的に図示した図２において長円環状を

したレール部分が敵方車両６の走行するレール４ｂであ

り、同レール４ｂの２箇所を共通レール４ｃとして一方

の共通レール４ｃから他方の共通レール４ｃへ遠回りし

てはみ出したレールが遊戯者用車両５の走行するレール

４ａである。したがって中央の長円環状レール４ｂを循

環する敵方車両６と、より遠回りするレール４ａを循環

する遊戯者用車両５とは、共通レール４ｃにおいて出合

い、互いに前後して走行する。

【００２３】最初遊戯者用車両５が共通レール４ｃに入

るときは、先に敵方車両６が共通レール４ｃに入ってお

り、遊戯者用車両５は敵方車両６を追う形で走行し、分

かれたのち次に遊戯者用車両５が他方の共通レール４ｃ

に入ると、後から敵方車両６が入ってきて遊戯者用車両

５は敵方車両６に追われる形で走行する。

【００２４】このように循環する遊戯者用車両５と敵方

車両６が、数台同時に適当な間隔をあけて走行する。

【００２５】遊戯者用車両５の各遊戯者の座席前には光

線銃８が銃身方向を自由に変えられるようにして備え付

けられている。

【００２６】また遊戯者用車両５は、車輪10を支持する

台車11上で遊戯者が乗る箱体12がモータにより回転する
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ようになっている。すなわち敵方車両６に追われたとき

に図４に示すように箱体12が180 度回転して向きを後向

きとして、追ってくる敵方車両６の人形７に光線銃８を

向けることができる。

【００２７】一方敵方車両６の方は、箱体内に人形７が

刀を持って配備され、遊戯者用車両５に乗った遊戯者に

襲いかかるような動きをする。

【００２８】この人形７の頭部および胸部には受光器が

設けられており、遊戯者が光線銃８を操作して発射した

赤外光が当たればこれを検知して命中したことを確認す

ることができる。この受光器による検知情報は中央制御

装置に送信されて集計される。

【００２９】なお遊戯者用車両５および敵方車両６の走

行用モータ、遊戯者用車両５の箱体回転用モータ、敵方

車両６の人形７を動かすモータを駆動する電力は、走行

路に沿って敷設された給電線（図示せず）から供給され

るようになっている。

【００３０】遊戯者用車両５および敵方車両６の走行そ

の他の動きの制御も中央制御装置が行っており、走行路

の上り下りに合わせ適宜速度を変えて変化を持たせてい

る。

【００３１】本実施例のレールチェイス遊戯装置１は以

上のように構成されており、遊戯者の立場で動きを追っ

てみると以下のようである。

【００３２】まず遊戯者は正面壁２の入出場口３から入

場し、乗降場で既にゲームを終えた人が降りた遊戯者用

車両５に乗り込む。すると遊戯者用車両５は動き出し、

上り坂では低速度で上り、下り坂になると急に速度を増

したりして走行し、トンネルに入ったり急カーブを回っ

たり等して変化に富んだ動きをして遊戯者にスリリング

な走行を味あわせる。

【００３３】こうして遊戯者用車両５が共通レール４ｃ

に入ると、前方を敵方車両６が走行しており、図５に示

すように敵方車両６内の人形７は後ろを振り向いて襲い

かかろうとしている。遊戯者は前方の人形７を狙って光

線銃８を撃つ。

【００３４】共通レール４ｃが終わるところで、敵方車

両６はレール４ｂを進み、遊戯者用車両５はレール４ａ

を進行して両者は分かれる。

【００３５】遊戯者用車両５はレール４ａ上を速度を変

えながら走行し、再び他方の共通レール４ｃに入ると、

後ろから敵方車両６が現われ追いかけて来る。ここで遊

戯者用車両５は箱体12を180 度回転させ、図６に示すよ

うに進行方向とは逆に追ってくる敵方車両６の方を向

き、光線銃８により人形７を狙撃する。

【００３６】以上のようなレールチェイスののち遊戯者

用車両５は、共通レール４ｃを抜けレール４ａを進み、

敵方車両６はレール４ｂを走行して分かれる。

【００３７】遊戯者用車両５はレール４ａ上で再び箱体

12を180 度回転して、遊戯者は進行方向に向き、コース

ターの如き変化に富んだ走行を楽しみ元の乗降場に戻っ

てくる。乗降場には表示盤があり、光線銃８の操作によ

り命中した数をもとに各人の得点が表示されている。

【００３８】以上のように遊戯者は、実際と同じように

レールチェイスを体験することができ、臨場感あふれス

リルに富んだプレイを楽しむことができる。

【００３９】コースターの如きスピードを楽しむととも

にレールチェイスにおいて敵が急に現われて追いかけて

きたりするので、遊戯者はあたかも冒険物語の主人公に

なったかのような擬似体験をすることができる。

【００４０】また光線銃８の操作がどの程度正確になさ

れたかを最後に得点で知ることができるので、射撃の腕

を競う楽しみもある。

【００４１】なお以上の実施例では、レール４が上り下

りするように立体的に敷設されていたが、平面的にレー

ルが敷設されていても遊戯者用車両５および敵方車両６

は自走式なので、走行速度の変化を適宜与えることはで

きる。

【００４２】また遊戯者用車両５における箱体12の回転

はモータで行っていたが、遊戯者用車両５に駆動源を備

えずに箱体12が180 度回転可能にしておき、走行路の所

定箇所に配備された係合部材が箱体12に設けられた係合

部材と走行中に係合することで箱体12に回転力を与えて

180 度回転させるようにしてもよい。

【００４３】

【発明の効果】本発明は、現実と同じように遊戯者が乗

る車両が敵方車両と相前後して走行しレールチェイスを

行うので臨場感があり、コースターの趣向を含むレール

チェイスのスリルを存分に味わうことができる。さらに

レールチェイス中に遊戯者は模擬銃を操作するので、射

撃プレイの楽しみも倍化する。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る一実施例のレールチェイス遊戯装

置の全体外観図である。

【図２】同装置におけるレールを模式的に図示した説明

図である。

【図３】レール上を走行中の遊戯者用車両の正面図であ

る。

【図４】同遊戯者用車両の箱体の回転過程を示す図であ

る。

【図５】遊戯者用車両が敵方車両を追う状態を示す側面

図である。

【図６】遊戯者用車両が敵方車両に追われる状態を示す

側面図である。

【符号の説明】

１…レールチェイス遊戯装置、２…正面壁、３…入出場

口、４…レール、５…遊戯者用車両、６…敵方車両、７

…人形、８…光線銃、10…車輪、11…台車、12…箱体。
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